
北富士演習場内国有入会地等の

火入れ(野焼き) を ４月４日（日）に実施します。

〔雨天等の場合は、４月１１日（日）予備日〕

この火入れは、入会産物の育成・増産等を目的に、入会権の明認行為と
して毎年春先に行っています。

次の注意事項を厳守いたしますので、ご協力をお願いします。

〇今年度の火入れは、「新型コロナウイルス」感染拡大防止に

伴い、恩賜林組合と旧１１ヶ村入会組合の役員で実施
します。

〇火入れは、関係者以外、演習場への立ち入りは出来ません。

※立ち入りは、許可証が必要です。

〇火入れ時間は、午前９時から午後３時まで

〇当日は、火入れ (野焼き )による灰が舞うことがあり、洗濯物などに
付着することがあるので注意して下さい。

主 催
富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合、富士吉田入会組合連合会、下吉田入会組合、

新倉入会組合、上吉田入会組合、松山入会組合、大明見入会組合、小明見入会組合、新屋
入会組合、山中湖村旧三村入会組合連合会、山中入会組合、長池入会組合、平野入会組合、
忍草入会組合

火入れ(野焼き)に関する問い合わせ先
富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合
演習地対策課
TEL 0555-22-3355
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